
 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の一言】 

蒸し暑い日が続き、本格的な夏の気配が色濃くなっ

てまいりました。 

さて、オリンピック東京大会も、気づけばもう来年。 

先日、観戦チケットの当選発表がありましたが、皆

様は応募しましたでしょうか。私もサッカーや陸上な

どいくつか応募しましたが、残念ながら全てはずれて

しまいました…。次回、秋に期待です！ （事務員Ｓ） 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りをお届

けいたします。 

マイナンバーカードの普及・利活用の

促進と企業実務への影響 

◆政府の方針 

６月４日のデジタル・ガバメント閣僚会議で、「マイ

ナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

に関する方針」が公表されました。 

① 自治体ポイントの活用 

（令和２年度；消費活性化策） 

② マイナンバーカードの健康保険証利用 

（令和３年３月から） 

③ マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等 

④ マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向

上、利活用シーンの拡大 

このうち企業の実務に影響があるのは、２の健康保

険証利用です。 

◆健康保険証への利用実現へ向けて 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するこ

とにより、①医療の質の向上、②被保険者の利便性の

向上が期待されますが、環境整備も必要です。医療機

関側でマイナンバーカード利用のための端末、システ

ムを整備するための支援が検討課題です。 

保険者からも円滑な移行を促すため、保険者から事

業主、加入者等へのマイナンバーカード取得要請とそ

のフォローアップを行うとともに、保険者による被保

険者のマイナンバーカードの初回登録の促進を図ると

されています。 

◆企業の総務事務の効率化を促進するための方策 

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業

の健康保険に係る事務のコスト縮減につながるこ

とが期待されます。さらに、マイナンバーカード

の民間活用等を通じて社員の健康管理への活用等

が促進されるよう、モデル事業等を行うとされて

います。 

また、マイナンバーカードの社員証等の各種証

明としての活用が促進されるよう、利用手続の簡

素化等を実施するとともに、令和２年 11 月頃よ

り、企業が行う従業員の社会保険・税手続のワン

ストップ化を開始できるよう取組みを推進します。 

あわせて、令和２年４月より、情報システムに

係る調達等において、マイナンバーカードの普及

実績等を評価する仕組みを導入します。 

◆社会保険・税手続きのワンストップ化へ 

政府の報告によれば、従業員の採用、退職等の

ライフイベントに伴う社会保険・税手続きについ

ては、①令和２年 11 月からマーナポータルを通

じたオンライン・ワンストップ化を開始。 

②令和３年度後半から、企業保有情報のクラウド

を活用した提出実現を目指すとしています。 

マイナンバーカードの普及はそれに向けての重要

な役割を担っており、情報漏洩のない安全な運用

が期待されます。 

いよいよ発効する日中社会保障協定 

◆９月１日から日中社会保障協定が発効に 

「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和

国政府との間の協定（日・中社会保障協定）」の効

力発生のための外交上の公文の交換が、５月 16

日に北京で行われました。これにより、令和元年

９月１日から協定の効力が生ずることになります。 

昨年５月に日中の間で署名が行われましたが、

日本側では社会保障協定は条約に該当し、国会の

承認を得ることを必要としたため、発効までに時

間を要したものです。 

◆社会保障協定はなぜ行われる？ 

社会保障協定は、①「保険料の二重負担」を防

止するために加入するべき制度を二国間で調整す

る（二重加入の防止）、②保険料の掛け捨てとなら

ないために、日本の年金加入期間を、協定を結ん

でいる国の年金制度に加入していた期間とみなし

て取り扱い、その国の年金を受給できるようにす

る（年金加入期間の通算）、ために締結しています

（ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国

については、①の保険料の二重負担防止のみ）。 

現在、日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメ

リカなど22カ国と協定を署名しており、うち19

カ国は発効しています（一部署名済未発効の国も

あり）。 

◆日中社会保障協定の効果 

これまで、日・中両国の企業等からそれぞれ相

手国に一時的に派遣される被用者（企業駐在員等）

等には、日・中両国で年金制度への加入が義務付

けられており、年金保険料の二重払いの問題が生

じていました。日中社会保障協定は、この問題を

解決することを目的とし、派遣期間が５年以内の

一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金

制度にのみ加入することとしました。日本から中

国に５年以内の期間を予定して派遣される人は、

中国の年金制度に加入する義務は免除され、引き

続き、国民年金または厚生年金に加入するという

ことです。一方、中国から日本に同様に派遣され

る人は、日本の年金制度への加入が免除され、引

き続き、中国の年金制度に加入し続けることにな

るのです。 

在中国在留邦人数（永住者を除く）は、

121,095 名（うち民間企業関係者(本人)70,135

名）に上ります（平成 29 年 10 月現在）。協定が

発効すれば、企業、駐在員等の負担が軽減され、

さらに日本企業の競争力向上や日・中両国の人的

交流が一層促進されることが期待されています。 

７月の税務と労務の手続 

        ［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届提出期限

 ［年金事務所または健保組合］ 

＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付

 ［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付 

＜１月～６月分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

 ［公共職業安定所］ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告

と昨年度分の確定保険料の申告書の提

出期限＜年度更新＞ ［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付 ＜延納第１期分＞ 

 ［郵便局または銀行］ 

16 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請 

＜６月 30 日の現況＞の提出 ［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出 

 ［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付 ＜第１期分＞ 

 ［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出 

＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

 ［労基署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

 ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

 ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［職安］ 

○ 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付 

＜第 2 期＞ ［郵便局または銀行］ 

※都・市町村により異なる月の場合あり。 
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